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大村市告示第１４４号

大村市議会定例会を次のとおり招集する。

令和７年１１月１８日

大村市長 園 田 裕 史
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第１０７号議案

大村市企業版ふるさと納税基金条例

（設置）

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第２号に規定するま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるため、大村市企業

版ふるさと納税基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰

り入れるものとする。

（繰替運用）

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、第１条に規定する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処

分することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（ 1 ）（ 1 ）



令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てることを目的とす

る基金を設置するため、この条例案を提出するものである。

（ 2 ）（ 2 ）



第１０８号議案

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例

第１条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

大村市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

別表中「１７１，０００円」を「１８４，０００円」に、「５６，０００円」を「６

０，０００円」に、「４８，０００円」を「５１，５００円」に、「３７，０００円」

を「４０，０００円」に、「２１，５００円」を「２３，０００円」に、「５，６０

０円」を「６，０００円」に、「４３，０００円」を「４６，０００円」に、「２９，

０００円」を「３１，０００円」に、「８，０００円」を「８，６００円」に、「６，

７００円」を「７，２００円」に、「３６，０００円」を「３８，５００円」に、「１

７，０００円」を「１８，３００円」に改める。

第２条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次の

ように改正する。

別表中「４６，０００円」を「５８，０００円」に、「３１，０００円」を「３５，

０００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例中第１条の規定は令和８年４月１日から、第２条の規定は同年７月２０

日から施行する。

（経過措置）

２ 第２条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例別表の規定は、令和８年７月２０日以後の農業委員会会長、農業委員会

委員及び農地利用最適化推進委員（以下「農業委員会会長等」という。）の報酬につ

いて適用し、同日前の農業委員会会長等の報酬については、なお従前の例による。

令和７年１１月２７日提出

（ 3 ）



大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

特別職の職員で非常勤のものの報酬の額を改定するため、この条例案を提出するも

のである。

（ 4 ）



第１０９号議案

大村市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例

（大村市職員の旅費に関する条例の一部改正）

第１条 大村市職員の旅費に関する条例（昭和３２年大村市条例第２３号）の一部を

次のように改正する。

「第１章 総則」を削る。

第２条第１項第２号中「勤務場所」の次に「（任命権者又はその委任を受けた者（以

下「旅行命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権

者が認める場所）」を加え、同項中第４号を第６号とし、同項第３号中「扶養親族」

を「家族」に、「届け出をしないが」を「婚姻の届出をしていないが、」に、「以下」

を「次号において」に、「主として職員の収入によって生計を維持している」を「職

員と生計を一にする」に改め、同号を同項第５号とし、同項第２号の２中「採用さ

れた職員」を「新たに採用された職員のうち、本市の要請により職員となったもの

その他規則で定めるもの」に、「、その」を「その」に、「旧在勤所」を「旧在勤地」

に、「新在勤所」を「新在勤地」に改め、同号を同項第３号とし、同号の次に次の１

号を加える。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が

生活の根拠となる地に旅行することをいう。

第２条第１項に次の１号を加える。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条

の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下この号

において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行役務提供契約（旅行業者

等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供する

ことを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当す

る金額を支払うことを約する契約をいう。次条第８項において同じ。）を締結し

たものをいう。

第２条第２項及び第３項を削る。

第３条第２項中「が次の」を「又はその遺族が次の」に、「旅費」を「、旅費」に

（ 5 ）



改め、同項第１号中「当該退職」を「当該退職等」に改め、同項に次の１号を加え

る。

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から３

月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

第３条第３項中「（昭和２５年法律第２６１号）」を削り、「若しくは」を「又は」

に、「になった場合には」を「となったときは」に、「同項」を「、同項」に改め、

同条第４項中「出張した」を「旅行した」に、「その者に対し」を「、その者に対し、」

に改め、同条第５項中「出張させる」を「旅行させる」に、「旅費」を「、旅費」に

改め、同条第６項中「、第４項及び前項」を「及び前２項」に改め、「その出発前に」

を削り、「、出張命令等を取り消され」を「旅行命令等の変更（取消しを含む。以下

同じ。）を受け」に、「において、当該出張」を「その他規則で定める場合には、当

該旅行」に改め、「があるときは、当該金額」を削り、「なった金額」を「なる金額

又は支出を要する金額で規則で定めるもの」に改め、同条第７項中「出張中交通機

関の事故又は」を「、旅行中」に、「市長が」を「規則で」に、「受けた額」を「受

けた旅費額」に改め、「相当する金額」の次に「。以下この項において同じ。」を加

え、「支給する」を「支給することができる」に改め、同条に次の１項を加える。

８ 第１項、第２項及び第４項から第６項までに規定する場合において、市が旅行

役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの

項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該

金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

第４条第１項中「任命権者又はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」とい

う。）」を「旅行命令権者」に改め、「旅行依頼（以下」の次に「この条及び次条にお

いて」を加え、同条第２項中「、公務」を「公務」に、「かつ」を「、かつ、」に改

め、同条第３項中「を変更（取り消を含む。以下同じ。）する」を「の変更をする」

に、「認めた」を「認める」に、「場合には」を「ときは、」に、「によって」を「に

よる」に、「これを変更する」を「その変更をする」に改め、同条第４項本文中「旅

行命令を」を「旅行命令等を」に、「これを変更する」を「その変更をする」に改め、

「以下」の次に「この条において」を加え、「当該旅行に関する」を「規則で定める」

に、「、これ」を「、当該事項」に改め、同項ただし書中「出張命令簿等に当該旅行

に関する事項を記載し、これを提示する」を「旅行命令書等に当該事項を記載する」

（ 6 ）



に、「口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる」を「この限

りでない」に改め、「この場合において、旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を

発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該旅行

に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。」を削り、同

条第５項を次のように改める。

５ 前項ただし書の規定により、旅行命令書等に同項に定める事項を記載しなかっ

た場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に当該事項を記載しなければなら

ない。

第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「この条」に改

め、同条第２項中「速やかに」の次に「旅行命令権者に」を加える。

第６条及び第６条の２を削る。

第７条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（旅費の計算）」を付し、同条

中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、次条から

第１７条までに規定する種目及び内容に基づき」を加え、同条を第６条とし、同条

の次に次の１条を加える。

（旅費の種目）

第７条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿

泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

第８条から第１２条までを次のように改める。

（鉄道賃）

第８条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に

規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第１

条第１項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第１１条にお

いて同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２

号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うもの

であって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

（ 7 ）



(5) 特別車両料金（市長等に限る。）

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移

動する場合は、最下級（市長等が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。

（船賃）

第９条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項に

規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及

び第１１条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲

げる費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて

別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金（市長等に限る。）

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移

動する場合は、最下級（市長等が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。

（航空賃）

第１０条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８

項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。

次項及び次条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に

掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別

に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額と

する。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により

移動する場合は、最下級（市長等が移動する場合には、最上級）の運賃の額とす

（ 8 ）



る。

（その他の交通費）

第１１条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

(1) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合

旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運

送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供す

る自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を

利用する移動に要する運賃

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許可

を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要す

る費用

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用

（宿泊費）

第１２条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び

旅行者の職務を勘案して規則で定める額（次条において「宿泊費基準額」という。）

とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合

は、当該宿泊に要する費用の額とする。

「第２章 旅費」を削る。

第１３条から第１９条までを次のように改める。

（包括宿泊費）

第１３条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用

とし、その額は、当該移動に係る鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の額

並びに当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

（宿泊手当）

第１４条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、

その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める１夜当たりの定額とする。

２ 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費について規則で定める場合に該当する
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ときは、前項の規定にかかわらず、規則で定める額とする。

（転居費）

第１５条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１７条第１項第１号又は第

２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居の

実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

（着後滞在費）

第１６条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、

５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の額の合計額

に相当する額とする。

（家族移転費）

第１７条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次

に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下こ

の号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人

ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、そ

の他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の額の合計額に

相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１年

以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があっ

た場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、同号

の規定に準じて算定した額

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合に

は、前項第２号に規定する期間を延長することができる。

（旅費の支給額の上限）

第１８条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれらに

相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第８条第１項各号、第９条第１項

各号、第１０条第１項各号及び第１１条各号に掲げる各費用について、当該各条

及び第６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごと

のいずれか少ない額を合計した額とする。

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）
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及び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）に係る旅費の支給額は、当該

各種目について第１２条、第１３条、第１５条、第１６条及び前条第１項並びに

第６条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのい

ずれか少ない額を合計した額とする。

（旅費の請求手続）

第１９条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及び概

算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費

に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書（当該

請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５項において同じ。）を含む。

以下この条において同じ。）に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額

の支出をする者（以下「支出命令者」という。）に提出しなければならない。この

場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係

る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費

又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受

けることはできない。

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間

内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

３ 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の

期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

４ 支出命令者は、その支出した概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第２項

に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過

払金を返納しなかった場合には、当該支出命令者がその後においてその者に対し

支出する給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当す

る金額を差し引かなければならない。

５ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって

規則で定めるものをいう。次項において同じ。）をもって提出することができる。

６ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、
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支出命令者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時

に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

７ 第１項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第２

項及び第３項に規定する期間並びに第４項に規定する給与の種類その他の必要な

事項は、規則で定める。

第１９条の２から第１９条の４までを削る。

第２０条を次のように改める。

（随行旅費）

第２０条 職員が公務のため、上級の職員に随行して旅行する場合の旅費額につい

ては、当該上級の職員が受ける旅費額まで増額することができる。

第２１条から第２３条までを削る。

「第３章 雑則」を削る。

第２４条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（旅費の調整）」を付し、同

条中「公用の交通機関を利用して旅行した」を「市以外の者から旅費の支給を受け

る」に改め、「当該」を削り、「規定により」を「条例の規定による」に、「支給しな

い」を「支給しないことができる」に改め、同条に次の１項を加え、同条を第２１

条とする。

２ 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費に

より旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困

難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

第２５条を削る。

第２６条中「）第１５条第３項若しくは」を「）第１５条第３項又は」に改め、

「、又は」の次に「この」を加え、「又は費用」及び「若しくは費用」を削り、同条

を第２２条とし、同条の次に次の２条を加える。

（退職者等の旅費）

第２３条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日か

ら３月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて

規則で定めるものとする。

２ 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規

定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当する
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ものを加えるものとする。

３ 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規定

する期間を延長することができる。

（遺族等の旅費）

第２４条 第３条第２項第２号又は第３号の規定により支給する旅費は、出張又は

赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

第２６条の２を第２５条とし、同条の次に次の１条を加える。

（旅費の返納）

第２６条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく

規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合に

は、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

２ 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた

場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がその

後においてその者に対し支出する給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金

額を差し引くことができる。

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

別表を削る。

（大村市消防団員給与条例の一部改正）

第２条 大村市消防団員給与条例（昭和２７年大村市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。

第４条の５第２項中「次の各号に定めるとおりとする」を「一般職の職員の例に

よる」に改め、同項各号を削る。

（大村市実費弁償条例の一部改正）

第３条 大村市実費弁償条例（昭和２７年大村市条例第２１号）の一部を次のように

改正する。

第３条第１号中「行政職２級の職員の例による。ただし、本市内居住者にあって

は、特別の理由がある場合を除くほか、日当のみとする。」を削る。

第４条の見出し中「等の支給」を「の支給等」に改める。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第４条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年
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大村市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第２号中「行政職２級」を「一般職」に改める。

（大村市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第５条 大村市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年大村市

条例第２３号）の一部を次のように改正する。

第２６条第２項後段を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の大村市職員の旅費に関する条例（以下「改正後の旅

費条例」という。）の規定は、施行日以後に改正後の旅費条例第２条第２号に規定す

る旅行命令権者が改正後の旅費条例第４条第１項に規定する旅行命令等を発する旅

行及び改正後の旅費条例第３条第５項の規定により旅費の支給を決定する旅行につ

いて適用し、施行日前に第１条の規定による改正前の大村市職員の旅費に関する条

例（以下「改正前の旅費条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者が同

項に規定する旅行命令等を発した旅行及び改正前の旅費条例第３条第５項の規定に

より旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日

前に改正前の旅費条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行

命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の旅費条例第２条第２号に規定する旅行

命令権者が改正後の旅費条例第４条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する

旅行については、改正後の旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の

期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応す

る分については、なお従前の例による。

３ 改正後の旅費条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、免職（罷免を含む。）、

失職若しくは休職（以下「退職等」という。）となった場合又は死亡した場合につい

て適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前

の例による。

４ 改正後の旅費条例第３条第６項及び第７項の規定は、これらの項に規定する者が
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同条第１項、第２項、第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることがで

きる場合について適用し、改正前の旅費条例第３条第１項、第２項、第４項及び第

５項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例

による。

５ 改正後の旅費条例第２６条の規定は、改正後の旅費条例又はこれに基づく規則の

規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

国家公務員等の旅費に関する法律の改正を踏まえ、職員等に係る旅費の取扱いを見

直すとともに、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。
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第１１０号議案

大村市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例

大村市福祉医療費の支給に関する条例（昭和４８年大村市条例第３号）の一部を次

のように改正する。

第６条第３項中「満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの者」を「子ど

も」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の大村市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後の保険給付

に係る福祉医療費の支給について適用し、施行日前の保険給付に係る福祉医療費の

支給については、なお従前の例による。

令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

子どもに係る福祉医療費の現物給付方式による支給の対象者の範囲を拡大するため、

この条例案を提出するものである。
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第１１１号議案

大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を

改正する条例

（大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第１条 大村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年大村市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

第１７条第２項中「児童相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」とい

う。）の利用開始前の健康診断」を「次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査

（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１３条に規定する健康

診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健康診断等」とい

う。）」に、「健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の」を「健康診断等がそ

れぞれ同表の右欄に掲げる」に、「、利用開始時の」を「、同欄に掲げる」に、

「児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断」を「それぞれ同表の左欄

に掲げる健康診断等」に改め、同項に次の表を加える。

（大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正）

第２条 大村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年大村市条例第１８号）の一部を次のように改正する。

第１５条第１項第１号中「次号」の次に「並びに第２５条」を加える。

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携型

認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第２７条

の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては学校教育法第

２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改め

児童相談所等における乳児又は幼児
（以下「乳幼児」という。）の利用開
始前の健康診断

利用乳幼児に対する利用開始時の健康
診断

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健康
診断、定期の健康診断又は臨時の健康
診断
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る。

（大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第３条 大村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年大村市条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

（大村市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第４条 大村市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和

７年大村市条例第２４号）の一部を次のように改正する。

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）

等の改正に伴い、家庭的保育事業所等における健康診断の実施に係る基準を見直すと

ともに、所要の条文整理を行うため、この条例案を提出するものである。

（ 18 ）



第１１２号議案

大村市自然共生型アウトドアパーク条例の一部を改正する条例

大村市自然共生型アウトドアパーク条例（令和６年大村市条例第２２号）の一部を

次のように改正する。

第２条に次の１項を加える。

３ ジップトリップコースの位置は、大村市東野岳町１０９７番地１とする。

別表中

「

「

改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から起算して５月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 改正後の大村市自然共生型アウトドアパーク条例の規定による指定管理者が行う

ジップトリップコースの利用料金の設定については、この条例の施行の日前におい

ても行うことができる。

令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

自然共生型アウトドアパークのアウトドア施設としてジップトリップコースを設置

するとともに、その利用料金の上限額を定めるため、この条例案を提出するものであ

る。

」キャノピーコース（用具の利用を含む。） １回につき ３，５００円

キャノピーコース（用具の利用を含む。) １回につき ３，５００円

ジップトリップコース（用具の利用を含む。) １回につき ３，５００円 」

を

に

（ 19 ）



第１１３号議案

大村市体育施設条例の一部を改正する条例

大村市体育施設条例（平成１７年大村市条例第２５号）の一部を次のように改正す

る。

別表第２の６の表多目的広場の項中「３００円」を「５００円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から起算して４月を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ 改正後の大村市体育施設条例の規定による大村市総合運動公園の多目的広場の利

用の許可及び使用料の徴収については、この条例の施行の日前においても行うこと

ができる。

令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

大村市総合運動公園の多目的広場における人工芝の整備に伴い、使用料を改定する

ため、この条例案を提出するものである。

（ 20 ）



第１１５号議案

損害賠償の額を定め和解することについて

焼却灰運搬車（リース車）の水没事故による被害者に対する損害賠償の額を定め和解

することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及

び第１３号の規定により議会の議決を求める。

令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

１ 損害賠償及び和解の相手方

○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

２ 和解条項の要旨

(1) 大村市は、相手方に対し、金４，６７２，１１５円を支払う。

(2) 相手方は、大村市に対して、本件に関し今後上記の和解金を除き一切の請求をし

ない。

（ 21 ）

3675
ハイライト

3675
ハイライト

3675
ハイライト



報告第２８号

専決処分の報告について

電気料金等の支払遅延による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別添のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により議会に報告する。

令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 22 ）



（別添）

専決

番号
専決処分年月日 損害賠償の額

損害賠償

の相手方
概 要

２１ 令和７年１１月１０日 １９円　九州電力

株式会社

令和５年４月分の電気料金

について支払期限を徒過し

たことにより、遅延損害金

が発生したもの

（都市整備部）

２２ ３，４６３円 日本郵便

株式会社

令和５年１０月分の郵便料

金について支払期限を徒過

したことにより、遅延損害

金が発生したもの

（福祉保健部）

２３ ７，７３８円 国 令和５年度障害児通所給付

費の国庫負担金返還金につ

いて支払期限を徒過したこ

とにより、延滞金が発生し

たもの

（福祉保健部）

（ 23 ）



報告第２９号

専決処分の報告について

大村市環境センターにおける自動車損傷事故による被害者に対する損害賠償の額を

定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項の規定により、別添のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報

告する。

令和７年１１月２７日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 24 ）



専決第２４号

専 決 処 分 書

大村市環境センターにおける自動車損傷事故による被害者に対する損害賠償の額を

定め和解することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項並びに市長の専決処分事項に関する条例（昭和２８年大村市条例第６３号）本則第

３号及び第４号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和７年１１月１２日

大村市長 園 田 裕 史

１ 損 害 賠 償 の 額 ４１，４１５円

２ 損害賠償の相手方 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○

（ 25 ）

3675
ハイライト

3675
ハイライト


